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家庭的保育事業の充実について  

改善内容（平成21年3月～） 

・個人実施型の対象児童の年齢を3歳未満から就学前に  

育所に最低基準を満たす認可外保育施設を追加  
旦L土建    ・家庭的保育者自身に董育する児童がいないこととする要    鑑査腰塵    ・連携保  

・家庭的保育支援者の配置基牽の引下げ  

■家庭的保育者への支援休制の不足  

（巡回指導・相談体制、家庭的保育   
者の休暇時の代替保育の確保等）  

・事故発生時の保証の体制  

■家庭的保育者のなり手がいない  

・実施自治体が少ない  

事業の法定化  

O「児童福祉法等の一部を改正する法律」（平成20年12月3日法律第85号）   

により、家庭的保育事業を法定化（平成22年4月1日施行）   

一保育士に限らず、研修により市町村長が認めた者へ資格要件を拡大  

O「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令」（平成21年厚生労働省令   

第150号）及び「家庭的保育の実施について」（平成21年10月30日雇児発第  

1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）により、実施基準及   

びガイドラインを策定  

（
祐
筆
一
）
 
 
 



家 庭 的 保 育 事  業 の 体 系（H22．4～）  

児暮橿祉法  

⑳暮■刷■の皇■【遽○の2（勒I  
家庭的保育事業とは、乳児又は幼児であって、市町村が第二十四条第一項に  

規定する児童に該当すると認めるものについて、家庭的保育者（市町村長が行う  
研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める看であって、これらの乳  
児又は幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。）の居宅そ  
の他の場所において、家庭的保育者による保育を行う事業をいう。  

飽■書の軸【濃2▲（箭】  

市町村は、‥・保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所におい  
て保育しなければならない。ただし、保育に対する需要の増大、児童の数の減少  
等やむを得ない事由があるときは、家庭的保育事業による保育を行うことその他  
の適切な保護をしなければならない。  

彗  
ぬ暮暮のt撼【遽34の14（刊】  
市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定  

める事項を都道府県知事に届け出て、家庭的保育事業を行うことができる。  

愈暮肘【遽34の151  
家庭的保育事業を行う市町村は、その事業を実施するために必要なものとして  

厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。  

ぬ暮j暮劇■による抽■【議ユ▲の 16l  
・都道府県知事は、前条の基準を維持するため、家庭的保育事業を行う市町  
村に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該聴貞に、関係者に対し  
て質問をさせ、若しくは家庭的保育事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書  
類その他の物件を検査させることができる。  

・都道府県知事は、家庭的保育事業を行う市町村に対して、‥・その事業の制  
限又は停止を命ずることができる。（法令違反や乳幼児の処遇に不当な行為を  

したとき）  

虚脚【遽ユ▲の1Tl  
家庭的保育事業を行う市町村は、家庭的保育事業による保育を行うことを希望  

する保護者の家庭的保育者の選択及び家庭的保育事業の適正な運営の確保に  
資するため、‥・その区域内における家庭的保育者、家庭的保育事業の運営の  
状況その他の原生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければなら  
ない∩  

轟雛転ヰ．■基喪墓筆麗筆寮長草本・凄重盗袈盤撃賢蓮華■キ ■磨蘭撃■やご一咄基準彗ぎエ凛亘■破ご■触牛革⊥埜→   



（資料2）  

延長保育促進事業Q＆A  
（詳細については「実施要綱案」を参照されたい。）  

問1公立保育所についても、延長保育促進事業の補助対象となるのか。  

（答）児童福祉法39条に規定する、市町村以外の者の設置する保育所（以下、「民間保育   

所」という。）を補助対象としており、公立保育所については補助対象とはならない。  

問2 延長保育促進事業を交付申請する場令、延長保育推進事業（基本分）（以下、「基   

本分」という。）のみで申請はできるのか。また、延長保育事業（加算分）（以下、  

「加算分」という。）のみで申請はできるのか。  

（答）基本分については、延長保育を実施することを前提として、11時間の開所時間の始   

期及び終期前後の保育需要への対応の推進を図る事業であるため、基本分のみでの申   

請は不可である。  

なお、加算分のみでの申請は可能である。  

間3 延長保育事業（加算分）を実施した場合、  

① 実延長が1時間で平均対象児童が3人の場合  

② 実延長が2時間で平均対象児童が2人の場合  

には、何時間延長に該当するのか。  

（答） ①の場合については、1時間延長の要件「1時間以上の延長、かつ平均対象児童  

数が6人以上」を満たしていないことから、30分延長に該当することとなる。  

②の場合については、2時間延長の要件「2時間以上の延長、かつ平均対象児童  

数が3人以上」を満たしていないことから、1時間延長（要件を満たす場合）、ま  

たは30分延長に該当することとなる。  

間4 22年度より年間延べ利用児童数を把握する理由如何。  

（答） 本年1月に決定された「子ども・子育てビジョン」に掲げる数値目標の進ちょく  

状況の把握及び昨年行われた行政刷新会議における事業仕分けにおいてデータ収集  

について指摘されていることから、22年度より把握することとしているので趣旨  

を御理解のうえ、よろしくお願いしたい。  

なお、年間延べ利用児童数の計上方法については、延長時間区分に関わらず1日  

（1回）利用につき1人と計上すること。  

・例1：（1日）1時間延長、利用児童数6人  

・例2：（1日）6時間延長、利用児童数3人  

延べ利用児童数6人  

延べ利用児童数3人   
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（資料3）  

（現行）  

別表2  

平成 年度保育対策等促進事業費国ー書手■助金所事頼内訳表  

鶴闇如腋県雇  

遇：亡   l■l■事I 

か断敷  対象It■    ■i 王暮 壌    疇 （（墓）と⑤を比  （⑥x2／3）  二t＝■ 一・・！  lm 基本執 （⑦と⑧を比  璽l■J暮 綿鴫q     支出  薔付】■その  董引11    心   

区分内訳  干走鋼  ⑧  1改して少な  
②   ③   （墓〉   い方の嘲）⑥   い方の嘲）（霊〉   

カヽ断   円   円   円   円   円   
1．一陣】1かり事■  

（1）保】■所む  

（之）施用慣用帽－  

（8）拙■諾■正聖  

2．織tl書1■事義  

8．1本日・覆l叫l■1■事＋   （   ）  

（1〉休日1■■暮1（暮一軍H■★所）  

（之）休日■★事1（l亡可曝書所以外）  

（3）】■l町■★札】暮事1（1た可t】■所）   （   ）  

（ヰ）夜l町■★穐j■事▲  

合計にて差引額④、基  

くp可慄1■所以外）   （   ）  

4＿■l兜・■牡！t●▼事書   
準額⑤を比較し選定額  

（  ）  
（1）■児対R；聖  

（之）1■所1書書加暮り■児サー）   （  ）  

C〉Cl－簡  

（■）1■糾I●●加■（■●児優▼）   （   ）  

（5）体岬；F▲児対応型   

5．I●1■児】■蠣爛促】■事事＋   （  ）  

（1）逢一山曝★スサーショニノl妊行事】■   く   ）  

（2）■▲的サ★事▲   （   ）  

（3）雄可化鴨朽促5■事1   （   ）  

（ヰ）惧▼節分l■他事■   （  ）  

（5）t★桝体III●別事】■  

（6〉l■可外一■★】■栓の†■生・   

雪1■】吋暮■‖■  

6．書■】■1▲81書事事】■  

（1〉暮；事社1■■l■  

（之‖■．愴；■●暮】■  ー●■－■一■ ヽ －－－■－■■■・■－■  

（ヨ臼1．（ユXD（）は、6ケ月，■神川 

（改正後，  

別表2  

く＞  

平成 年度保書対策等促進事♯贅匡Il■補助金所掌額内駅喪  

l■；1帝lれ名  



「認定こども園」制度の概要と現状①  

認定こども園制度の概要  

「認定‾ども園とは  弥 し   」   

○幼稚園、保育所等のうち、以下の機能を備えるものを都道府県が認定   
（彰教育及び保育を一体的に提供   

（保育に欠ける子どもにも、欠けない子どもにも対応）   

②地域における子育て支援の実施   
（子育て相談や親子の集いの場の提供）   

認定‾ども園 類型と財政赴置  弥 し   の  ． 日置．   

類型  l地域のニーズに応じた選択 
l  

財政措置  認定数（H21・4・1現在）   

－■ ●－●■■ ■●■－ 

幼稚 ・・・ 
・・・t ・・・・・・・・ 

幼保連携型 ・・・・ t・．、．．．． 
．．．． ．．．＿ 

158カ所  

幼稚馳 幼稚景 125カ所  

保育所型 幼稚園機能育可 55カ所  

地方裁量型 
（一般財源） 20カ所 

芸≡≡≡≡ 
計358カ所  

（
恥
彗
ム
）
 
 
 



「認定こども園」制度の概要と現状②  

都道府県   認定数   都道府県   認定数  

北海道   22   滋賀県   7  

青森県   2   京都府   0  

岩手県   7   大阪府   5  

宮城県   兵庫県   19  

秋田県   15   奈良県   

山形県   7   和歌山県   4  

福島県   8   鳥取県   0  

茨城県   島根県   2  

栃木県   7   岡山県   5  

群馬県   18   広島県   12  

埼玉県   8   山口県   2  

千葉県   12   徳島県   2  

東京都   33   香川県   

神奈川県   19   愛媛県   8  

新潟県   5   高知県   5  

富山県   3   福岡県   13  

石川県   5   佐賀県   10  

福井県   2   長崎県   26  

山梨県   熊本県   

長野県   8   大分県   5  

岐阜県   2   宮崎県   ‖  

静岡県   2   鹿児島県   16  

愛知県   5   沖縄県   0  

三重県   0   合 計   358  

幼保連携推進室調べ（平成21年4月1  

．．．．   ＿′血■】－．．  
－→こ鐘こJ－「ユニ1丁丁r   

一 さ†七基±戸葵ⅣJ久＿ニ㌻・一1E∴r、ニ■i二酎鶴退巴王≒読二一 －一 i一ナミ搬完芦膿∑一一て‘ 「だ■L．→、  』 ＿ せヽ・ 

古讐咄、「さ÷元㌻ 一・ルー  



「認定こども園制度の在り方に関する検討会」の開催  

1趣旨  

「経済財政改革の基本方針2008」（平成20年6月）及び「5つの安心プラン」（平成20年7月）に盛り込まれ  

た認定こども園の制度改革について検討を行うため、内閣府特命担当大臣（少子化対策）、文部科学大臣、厚  
生労働大臣の3大臣合意により、「認定こども園制度の在り方に関する検討会」を開催。  

3．開催実績  

東京大学大学院教育学研究科教授  

NPO法人ファザーリング■ジャパン代表理事  

日本総合研究所主任研究員  

兵庫県知事  

読売新聞東京本社編集局社会保障部次長  
横川さくら保育園園長  

慶應義塾大学経済学部教授  

秋田県井川町長  

認定こども園青葉学園野沢こども園園長  

高知県教育長  

白梅学園大学教授  

愛知県高浜市長  

大阪市立大学生活科学部教授  

自由ケ丘幼稚園園長  

（有）遊育代表取締役  

認定こども園こどものもり園長  

認定こども園ゆうゆうのもり幼保園長  

秋田 喜代美  
安藤 哲也  
池本 美香  
井戸 敏三  
猪熊 律子  
長田 朋久  
駒村 康平  
斎藤 正寧  

田村 哲夫  
中澤 卓史  
無藤 隆  
森 貞述  

※ 山解 文治  
吉田 敬岳  
吉田 正幸  
若盛 正城  
渡違 英則  

簑1抑  
・認定こども園をめぐる現状   

と課題について  

H20．11．7  

・認定こども園の意義や課題   

等について  

・認定こども園、幼稚園・保育   

所運営委員へのヒアリング   

第3回 H20．12．1そ  

・議論の整理（案）について  

H21、2．18  

・認定こども園制度に関する  

論点について   

5回 H21．3．31  
（
淋
茸
び
）
 
 
 

※：座長  ・報告書とりまとめ  



今後の認定こ ども園制度の在り方について  
＜認定こども園制度の在り方に関する検討会報告書＞  

l閉  

一 
」
ご
由
 
賢
 

一一一過二島義軍岬・二 
唯一山戸モ1二語つ瞥て一二．．こ 長  欄   ・一m．房瑠rT一 二八JL  r 一山・ご1一】丘ごコ烹■・独 －1■－一 」仁一▲〟－」■J〉・  一－    」£二」 ＿   



「明日の安心と成長のための緊急経済対策」（抄）  

～平成21年12月8日 閣議決定～  

！し「国民潜在力」の発揮  

－「ルールの変更」や社会参加支援を通じて、国民の潜在力の発揮による景気回復を目指す。   

jユ江剋星二盈剋重量プロジ畢クト（仮称）   

新たを鰍に盾／ナここわ言で大きな岩慶に穿き当たり、膚斉しれlた紺度・虜尉舶、ら原仇好む。   

①制度・規制改革   

顔たを鰍に府／槻那軌許草の卓易課題／ニついて1富、行政棚こおい丁下厨を含む屋点テーマ家慶居L、その鼻  
j計二局／脚に靡摘む。  

＜具体的な捨置＞  

9坦照一体化を含めた保育分野の制度・規制改革  
一幼保一体化を含め、新たな次世代育成支援のための包括的・一元的な制度の構築を進める。  
一  このため、主担当となる閣僚を定め、関係閣僚の参加も得て、新たな制度について平成22年前半を目途に基本的な方向  

を固め、平成23年通常国会までに所要の法案を提出する。   
（ア）利用者本位の保育制度に向けた抜本的な改革  

■利用者と事業者の間の公的契約制度の導入、保育に欠ける要件の見直し、利用者補助方式への転換の方向など、利  
用者本位の制度を実現する。また、保育料設定の在り方について、水準の在り方も含め、制度設計の中で検討する。   

（イ）イコールフッティングによる株式会社・NPOの参入促進  

・株式会社、NPO・社会的企業も含めた更なる参入促進を図るべく、客観的基準による指定制度の導入を検討する。  
・また、施設整備補助の在り方、運営費の使途範囲・会計基準等の見直しについても、制度設計の中で検討する。   

（ウ）幼保一体化の推進   

・上記制度における新たな給付体系の検討等とあわせて、認定こども園制度の在り方など幼児教育、保育の総合的な提  
供（幼保一体化）の在り方についても検討し、結論を得る。  

（
鳩
茸
の
）
 
 
 



「子どもヰ育て新システム検討会議」に？いて   

～平成22年1月29日 少子化社会対策金議決定～  

1趣旨  
「明日の安心と成長のための緊急経済対策」（平成21年12月8日間議決定）に基づき、幼保一体化を含む新たな次世代育成支援の   

ための包括的・一元的なシステムの構築について検討を行うため、「子ども・子育て新システム検討会議」（以下、「会議」という。）を開   
催する。   

2 構成員  

会議の構成員は、以下のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加し、又は関係者に出席を求めること   
ができる。  

（共同議長）内閣府特命担当大臣（行政刷新）・国家戦略担当大臣  

内閣府特命担当大臣（少子化対策）   

（構成員）総務大臣  

財務大臣  

文部科学大臣  

厚生労働大臣  

経済産業大臣  

その他、必要に応じて議長が指名する者   

3 作業グループ  

会議の下に「作業グループ」を設置する。作業グループの構成員は、会議の構成員たる府省の副大臣又は政務官及び必要に応じて議   
長が指名する者とする。   

4 スケジュール  

平成22年6月を目途に基本的な方向を固め、少子化社会対策会話、行政刷新会議及び成長戦略策定会議に報告する。   

5 庶務  

会議の庶務は、厚生労働省、文部科学省その他の関係行政機関の協力を得て、内閣府において処理する。  

■  

（
掩
蓋
こ
）
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地方分権改革（保育所の基準関係）について  

a 
保育所の最低基準は条例で都道府県等（※）が定める。その際、  

1．0保育士の配置基準  

○居室の面積基準（乳児室1．65n了、ほふく室3．3n了、2歳以上の保育室1．98n了）  

○保育の内容（保育指針）、調理室（自園調理）  

などについては、国の基準と同じ内容でなければならない。→「従うべき基準」  

2．0屋外遊戯場の設置   

○必要な用具の備え付け   

○耐火上の基準   

○保育時間   

○保護者との密接な連絡  

などについては、国の基準を参考にすればよい。  

3．ただし、居室の面積基準については、東京等の一部の地域に限り、待機児童解消までの一時的な措置として、合埋的な   

理由がある範囲内で、国の基準と異なる内容を定めることができる。→凰   

（※）都道府県、政令指定都市、中核市  

→ 地域主権改革推進一括法案（仮称）を、平成22年通常国会に提出する予定。  （
鳩
萱
ゐ
）
 
 
 



保育所における給食の外部搬入方式について  

特区の全国展開後（平成22年4月～（予定））  

■－ ■ ■ ■■ ■■ ■ ■■ ■ ■ ■■ ■ － － － － － －－ －・－■ ■－ ■－ － 一 ●－－ － 一 一 － 、  

ヽ   

※ 3歳以上児の給食の外部搬   

入にあたっては、従来の特区認  

定要件を踏まえ、基準を策定し  
、質を担保した場合のみ実施で  
きることとする。  

（特区認定要件）  

・調理室として加熱、保存等のための   
調理機能を有していること。  

・入所児童の発達段階に応じた食事   
を提供すること。  

・食育に関する計画に基づき食事を   

提供するよう努めること。等  

′  
■－ － － ■－ ■■－ － － 一－ － － － ■■－ － － － t－ － － ■ ■－ ■■ ■■■ － ■ ● ■ － ■■■ 一■■  

／  

0 3歳以上児については公・私立とも：  

に外部搬入方式を採用することが可能。；  
0 3歳末溝児については、公立のみに：  

ついて、引き続き特区の認定を受けた  
市町村に限り外部搬入方式を採用す  

ることが可能。（私立は自園調理）  

公立  私立  

3～5歳  

0～2歳  

（
褐
蕾
讐
 
 

※ 平成22年1月現在、86市町村455施設が特区認定されている。（うち3歳以上児のみ：170施設）  

※今後、構造改革特別区域推進本部（本部長は内閣総理大臣。本部員は国務大臣。）により政府の対応方針が決定されることとなる。こ   
れを踏まえ、所要の法令改正を行う。  
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新保育所保育指針について   



保育所における保育の賢の向上のための  
アクションプログラムについて   

経緯及び趣旨  

保育所における質の向上を図るため、国（厚生労働省）が取り組む施策及び地方公共団体（都道府県及び市町村）  

が取り組むことが望まれる施策に関する総合的なアクションプログラムを策定し、保育所保育指針改定（平成20年  

3月告示）に併せて通知。   

各地方公共団体においても保育所における質の向上のためのアクションプログラムを挙定することを奨励。   

（次世代育成支援対策推進法に基づく都道府県行動計画及び市町村行動計画と一体的に策定することも可）  

アクションプログラムの概要  

（1）保育実践の改善・向上  

自己評価、保育実践に関する調査研究の推進、情報技術を活用した業務効率化など  

（2）子どもの健康及び安全の確保  

保健・衛生面の対応の明確化、看護師等の専門的職員の確保の推進、嘱託医の役割の明確化、  

特別の支援を要する子どもの保育の充実など  

（3）保育士等の資質・専門性の向上  

保育所内外の研修の充実、施設長の役割強化、保育士資格・養成の在り方の見直し  

（4）保育を支える基盤の強化  

評価の充実、保育に関する研究成果等のデータベース化及び活用、専門的な人材や地域の多様な  

人材の活用、保育環境の改善・充実のための財源確保  

．へ十tLr L．   －▲   ．▲rヰ」－－一■凋鈷■■●．L    」    ＋一iタ■…Jd■」」＿－．∴t一つL 
‾－ ‾ 一ニ▲d■：：－－j ドミ三塁二こ1て‾㌧「才一 ▲ 

－▼ ‾ ‾∵ら■■r一声」rて三塁二：二「了1「訂■ 」－  
－【‾ ▲drj旨－－て三塁二＝「了■－「守■■－ ■■ 

＿＿＿■■■■－亡：ニ．：  ＿＿■ －．ヽ．－．＿▲J■＿′■■■■■■豆■．～   ▲■＿－⊥．、1t■＿＿ ノ．   J   、一    ▲＿、＿  ■■＿」L 

－▼ ‾ ▲ニ虚ヒー腐一琶二1三㌧「弓rr ‾ ‾▼ 一 ‾二」丘■r j旨聖二「丁‾・「弓㌻‾■  

＝土   一    ■■＿＿▲  
－ 一 ‾∵Ld■r■声J「㌔茎二∵∵－・Fr   




